
【評価時期】 
 ○
   

 

 

 

QB1

⑤

府省

 

QB1

 

⑤

府省

 

評価を実施している時期については、「事前」、「中間」、「事後」が多く、「追

跡」はほとんどなかった。また、今後重視する時期としては「事後」が最

も多く、次いで「事前」、「追跡」が多かった。したがって、５月の現状認
識と同様の結果であった（QB1）。 

‐1． 評価を実施している時期はどれですか。以下の選択肢から、該当するものをすべてお

選びください。 

0%

①事前

②中間

③事後

④追跡

その他（具体的に）

◆施策

☆重点

‐2． 上の回

ら、お

0%

①事前

②中間

③事後

④追跡

その他（具体的に）

◆施策

☆重点
10% 20% 30% 40%

, M.A., n=5 ★競争, M.A., n=5

, M.A., n=5

0%

◆施策

☆重点

機関府省 

答に関わらず、今後重視す

考えに近いものを 2つまで

10% 20% 30% 40%

, M.A., n=5 ★競争, M.A., n=5

, M.A., n=5

0%

◆施策

☆重点

機関
府省 
10% 20% 30% 40%

, M.A., n=11 ★競争, M.A., n=17

, M.A., n=26 ◇基盤, M.A., n=24

0%

大学機関 

べきと思う評価時期はどれで

お選びください。 

20% 40% 60%

, M.A., n=13 ★競争, M.A., n=17

, M.A., n=25 ◇基盤, M.A., n=24

0%

大学
機関 

18
10% 20% 30% 40%

◆戦略, M.A., n=52

☆課題, M.A., n=75
 

大学 

すか。以下の選択肢か
20% 40% 60%

◆戦略, M.A., n=63

☆課題, M.A., n=82

大学 



 

○予算要求前の事前評価については、「内部評価または自己評価」が多く、「外

部者を活用した」ものは少なく、５月の現状認識と同様の結果となった

（QB3）。 

QB3‐1． 新規の研究開発施策や研究開発課題について、概算要求前にどのような事前評価を行

っていますか。以下の選択肢から、該当するものをすべてお選びください。 

 

 

 
3-1 府省

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

①内部担当者のみによる内部

評価又は自己評価

②内部担当者が専門家や有識

者の意見を聴取しつつ内部評価

又は自己評価

③外部の複数の専門家や有識

者を活用したメールレビュー

④外部の複数の専門家や有識

者を活用したパネルレビュー

⑤外部機関等第三者による評

価

⑥その他（具体的に）

⑦実施していない／特にない

◆施策, M.A., n=5

★競争, M.A., n=5

☆重点, M.A., n=5

3-1 機関

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

◆施策, M.A., n=13

★競争, M.A., n=16

☆重点, M.A., n=23

◇基盤, M.A., n=23

府省 機関 
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○中間評価については、「毎年」と「３年目」がほぼ同数であった（QB4）。さらに、

進捗度の点検など「毎年モニタリングを行う」ことについては、「必要」とする

回答が「必要ない」とする回答をやや上回った（QB5）。 

QB4‐1．研究開発施策や研究開発課題の中間評価は、どのくらいの間隔で実施していますか。計

画期間が 1）約 3 年間のもの、2）約 5 年間のもの、3）約 10 年ないし規定のないもの、

のそれぞれについて、以下の選択肢から、該当するものをすべてお選びください。また、

研究開発機関等の評価は、どのくらいの間隔で評価を実施していますか。3）の選択肢か

ら、該当するものをすべてお選びください。 

4-1-(1) 府省

0% 20% 40% 60% 80%

①毎年

②２年目

③その他（具体的に）

④実施していない／特にない

◆施策, M.A., n=5 ★競争, M.A., n=5

☆重点, M.A., n=5

4-1-(1) 機関

0% 20% 40% 60% 80%

◆施策, M.A., n=14 ★競争, M.A., n=16

☆重点, M.A., n=25 ◇基盤, M.A., n=22

4-1-(2) 府省

0% 20% 40% 60% 80%

①毎年

②２年目

③３年目

④その他（具体的に）

⑤実施していない／特にない

◆施策, M.A., n=4 ★競争, M.A., n=4

☆重点, M.A., n=5

4-1-(2) 機関

0% 20% 40% 60% 80%

◆施策, M.A., n=13 ★競争, M.A., n=14

☆重点, M.A., n=25 ◇基盤, M.A., n=23

4-1-(3) 府省
0% 20% 40% 60% 80%

①毎年

②２年ごと

③３年ごと

④５年ごと

⑤７年ごと

⑥その他（具体的に）

⑦実施していない／特にない

◆施策, M.A., n=4 ★競争, M.A., n=4

☆重点, M.A., n=5 ▲機関, M.A., n=6

4-1-(3) 機関
0% 20% 40% 60%

◆施策, M.A., n=13 ★競争, M.A., n=13

☆重点, M.A., n=21 ◇基盤, M.A., n=19

▲機関, M.A., n=22
 

機関 府省 1）約 3年間のもの

2）約 5年間のもの 府省 機関 

府省 機関 3）約 10 年ないし規

定のないもの 
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QB5． 研究開発課題に関して、毎年モニタリング（進捗度の点検など）を行うことについてはど

のように思いますか。以下の選択肢から、お考えに近いものを１つお選びください。また、

そのように考えた具体的な理由についてもあわせてお書きください。 

 

 

 

府省府省 

0% 20% 40% 60% 80%

①必要

②一定の割合について必

要

③特定の研究開発につい

て必要

④必要ない

★競争, S.A., n=5

☆重点, S.A., n=5

機関機関 大学大学 

0% 20% 40% 60% 80%

★競争, S.A., n=19

☆重点, S.A., n=25

◇基盤, S.A., n=26

0% 20% 40% 60% 80%

☆課題, S.A., n=84
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○事後評価については「終了直後」に行っているものが多く、「優れた研究を

切れ目なく行う仕組み」は「ない」という回答のほうが多かった（QB6）。 

QB6‐1． 事後評価はいつ実施していますか。以下の選択肢から、該当するものをすべてお選び

ください。 

 

府省

0% 20% 40% 60% 80%

①終了直前     

②終了直後

③終了1年後

④その他（具体的に）

⑤実施していない／特にな

い

◆施策, M.A., n=5

★競争, M.A., n=5

☆重点, M.A., n=5

機関

0% 20% 40% 60% 80%

◆施策, M.A., n=14

★競争, M.A., n=16

☆重点, M.A., n=25

◇基盤, M.A., n=23
 

府省 機関 

QB6‐4． 終了直前に事後評価を実施している研究開発課題について、優れた研究開発が切れ目な

く継続できる仕組みがありますか。以下の選択肢から、該当するものを 1 つお選びくだ

さい。また、何らかの仕組みがある場合、その具体的仕組みの概要についてもお書きく

ださい。 

 
府省 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

★競争, S.A., n=3

☆重点, S.A., n=3

①はい ②いいえ

府省（内訳）

 

 
機関 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

★競争, S.A., n=11

☆重点, S.A., n=14

◇基盤, S.A., n=15

①はい ②いいえ

機関（内訳）
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○ 追跡評価については、「実施していない」という回答がほとんどであったが、

実施する時期としては「終了３年後」がよいとする回答が多かった（QB7）。

QB7‐1．追跡評価はいつ実施していますか。以下の選択肢から、該当するものをすべてお選びく

ださい。 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①終了1年後

②終了2年後

③終了3年後

④終了5年後

⑤その他（具体的に）

⑥実施していない／特にない

◆施策, M.A., n=5 ★競争, M.A., n=5

☆重点, M.A., n=5

7-1 府省
0% 20% 40% 60% 80% 100%

◆施策, M.A., n=12 ★競争, M.A., n=15

☆重点, M.A., n=22 ◇基盤, M.A., n=22

7-1 機関

 

府省 機関 

 

QB7‐3． 上の回答に関わらず、追跡評価は、基本的にはいつ実施するのがよいと思いますか。以

下の選択肢から、お考えに近いものを 1つお選びください。 

 

0% 20% 40% 60%

①終了1年後

②終了2年後    

③終了3年後

④終了5年後

⑤その他（具体的に）

⑥実施していない／特にない

◆施策, S.A., n=5 ★競争, S.A., n=5

☆重点, S.A., n=5

7-3 府省
0% 20% 40% 60%

◆施策, S.A., n=14 ★競争, S.A., n=17

☆重点, S.A., n=22 ◇基盤, S.A., n=24

7-3 機関

 

府省 機関 
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【評価の観点】

 

○評価の観点に関しては、ほとんどの機関がすべての評価を必要性、効率性、

有効性の観点から行っている。また、ほとんどの場合にこれら３つの観点

ごとに具体的な評価項目や評価基準が明示されている（QB8）。 

QB8‐1．必要性、効率性、有効性等の観点から、評価を行っていますか。以下の選択肢から、近

いものを１つお選びください。 

 

0% 50% 100%

①すべてについて行ってい

る

②大多数について行ってい

る

③約半数について行ってい

る

④一部について行っている

⑤全く行っていない

◆施策, S.A., n=5 ★競争, S.A., n=5

☆重点, S.A., n=5 ▲機関, S.A., n=6

府省
0% 50% 100%

◆施策, S.A., n=16 ★競争, S.A., n=18

☆重点, S.A., n=24 ◇基盤, S.A., n=25

▲機関, S.A., n=26

機関
0% 50% 100%

◆戦略, S.A., n=54

☆課題, S.A., n=78

▲機関, S.A., n=76

大学

 

府省 機関 大学 

 

QB8‐2． 必要性、効率性、有効性等の観点ごとに、具体的な評価項目や評価基準が明示されてい

ますか。以下の選択肢から、近いものを１つお選びください。 

 

0% 50% 100%

①すべてについて明示され

ている

②大多数について明示され

ている

③約半数について明示され

ている

④一部について明示されて

いる

⑤全く明示されていない

◆施策, S.A., n=5 ★競争, S.A., n=5

☆重点, S.A., n=5 ▲機関, S.A., n=6

府省
0% 50% 100%

◆施策, S.A., n=15 ★競争, S.A., n=18

☆重点, S.A., n=24 ◇基盤, S.A., n=24

▲機関, S.A., n=25

機関
0% 50% 100%

◆戦略, S.A., n=53

☆課題, S.A., n=63

▲機関, S.A., n=61

大学

 

府省 機関 大学 
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QB9‐3．科学的・技術的意義に関わる評価項目として、今後どのような評価項目が重要と思いま

すか。以下の選択肢から、お考えに近いものを 3つまでお選びください。 

 

 

 

 
0% 20% 40%

①独創性

②革新性

③先導性

④発展性

⑤汎用性

⑥その他（具体的に；複数

可）

⑦特にない

◆施策, M.A., n=5 ★競争, M.A., n=5

☆重点, M.A., n=5 ▲機関, M.A., n=6

府省
0% 20% 40%

◆施策, M.A., n=14 ★競争, M.A., n=17

☆重点, M.A., n=26 ◇基盤, M.A., n=24

▲機関, M.A., n=25

機関
0% 20% 40%

◆戦略, M.A., n=66

☆課題, M.A., n=83

▲機関, M.A., n=79

大学

現

行 

５

月

版 

今

回

修

正

改

訂

版

○ ○  ○

○ ○ ×  

○ ○  ○

  ○ ○

    

    

大学 機関 府省 

○「必要性」の観点のうち「科学的・技術的意義」に関しては、現行指針では

「独創性、革新性、先導性」が例示されているが、これらのほか特に研究開

発機関からの回答では「発展性」が重要とするものも多かった（QB9）。また、

現行の３項目は極めて類似していることから、現行の例示から「革新性」を

除き、「発展性」を加えることが適当である。 
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○ また、「科学的・技術的意義」にかかる評価項目については、特に基礎研

究の場合「極めて重要」とする回答が多かった（QB11）。 

 

 

 

QB11． 科学的・技術的意義に関わる評価項目は、評価対象が次の 1）から 4）の各々の場合、

どの程度重要と考えていますか。 
 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

★競争, S.A., n=5

☆重点, S.A., n=5

①極めて重要 ②重要 ③あまり重要ではない

１）基礎研究の場合－府省

0% 20% 40% 60% 80% 100%

★競争, S.A., n=5

☆重点, S.A., n=5

①極めて重要 ②重要 ③あまり重要ではない

２）応用研究の場合－府省

0% 20% 40% 60% 80% 100%

★競争, S.A., n=5

☆重点, S.A., n=5

①極めて重要 ②重要 ③あまり重要ではない

３）開発研究の場合－府省

0% 20% 40% 60% 80% 100%

★競争, S.A., n=5

☆重点, S.A., n=5

①極めて重要 ②重要 ③あまり重要ではない

４）試験調査等の場合－府省

１）基礎研究の場合－機関

0% 20% 40% 60% 80% 100%

★競争, S.A., n=19

☆重点, S.A., n=26

◇基盤, S.A., n=26

①極めて重要 ②重要 ③あまり重要ではない

２）応用研究の場合－機関

0% 20% 40% 60% 80% 100%

★競争, S.A., n=18

☆重点, S.A., n=26

◇基盤, S.A., n=26

①極めて重要 ②重要 ③あまり重要ではない

３）開発研究の場合－機関

0% 20% 40% 60% 80% 100%

★競争, S.A., n=18

☆重点, S.A., n=26

◇基盤, S.A., n=26

①極めて重要 ②重要 ③あまり重要ではない

４）試験調査等の場合－機関

0% 20% 40% 60% 80% 100%

★競争, S.A., n=18

☆重点, S.A., n=23

◇基盤, S.A., n=25

①極めて重要 ②重要 ③あまり重要ではない
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QB12‐3．社会的・経済的意義に関わる評価項目として、今後どのような評価項目が重要と思いま

すか。以下の選択肢から、お考えに近いものを 4つまでお選びください。 

 

 

 

 

0% 10% 20% 30%

①社会的価値の創出

②文化的価値の創出

③教育・人材育成への

貢献

④知的財産権の取得・

活用

⑤産学官連携や人材

ネットワーク、技術移

⑥産業・経済活動の活

性化・高度化

⑦国際的な競争力の

向上

⑧国益の確保への貢

献

⑨科学技術協力等の

国際貢献

⑩政策･施策の企画立

案・実施等への貢献

⑪その他（具体的に；

複数可）

⑫特にない

◆施策, M.A., n=5 ★競争, M.A., n=5

☆重点, M.A., n=5 ▲機関, M.A., n=6

0% 10% 20% 30%

◆施策, M.A., n=14

★競争, M.A., n=17

☆重点, M.A., n=24

◇基盤, M.A., n=24

▲機関, M.A., n=24

0% 10% 20% 30%

◆戦略, M.A., n=67

☆課題, M.A., n=84

▲機関, M.A., n=80

0% 10% 20% 30%

研究者（機関）, M.A.,
n=454

研究者（大学）, M.A.,
n=450

有識者, M.A., n=46

 

 

 

 

 

 

 

現

行 

５

月

版

今

回

修

正

改

訂

版

  ○ ○

    

    

  ○ ○

    

  ○ ○

 ○  ○

  ○ ○

    

  ○ ○

    

研究者等大学 機関 府省 

○「必要性」の観点のうち「社会的・経済的意義」に関しては、現行指針では

「実用性」が例示されているが、「産業・経済活動の活性化・高度化」、「国

際競争力の向上」、「知的財産権の取得・活用」、「社会的価値の創出」、「国益

の確保への貢献」、「政策・施策の企画立案・実施への貢献」が重要とする回

答が多かった（なお、「実用性」の選択肢は設定せず。）（QB12）。したがって、

これらの項目を例示することが適当である。 

⑬わからない
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○「社会的・経済的意義」にかかる評価項目については、特に基礎研究につ

いては「あまり重要ではない」という回答が多かった（QB14）。 

 

 

 

QB14． 社会的・経済的意義に関わる評価項目は、評価対象が次の 1）から 4）の各々の場合、ど

の程度重要と考えていますか。 

 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

★競争, S.A., n=5

☆重点, S.A., n=5

①極めて重要 ②重要 ③あまり重要ではない

１）基礎研究の場合－府省

0% 20% 40% 60% 80% 100%

★競争, S.A., n=5

☆重点, S.A., n=5

①極めて重要 ②重要 ③あまり重要ではない

２）応用研究の場合－府省

0% 20% 40% 60% 80% 100%

★競争, S.A., n=5

☆重点, S.A., n=5

①極めて重要 ②重要 ③あまり重要ではない

３）開発研究の場合－府省

0% 20% 40% 60% 80% 100%

★競争, S.A., n=5

☆重点, S.A., n=5

①極めて重要 ②重要 ③あまり重要ではない

４）試験調査等の場合－府省

１）基礎研究の場合－機関

0% 20% 40% 60% 80% 100%

★競争, S.A., n=19

☆重点, S.A., n=26

◇基盤, S.A., n=26

①極めて重要 ②重要 ③あまり重要ではない

２）応用研究の場合－機関

0% 20% 40% 60% 80% 100%

★競争, S.A., n=18

☆重点, S.A., n=26

◇基盤, S.A., n=26

①極めて重要 ②重要 ③あまり重要ではない

３）開発研究の場合－機関

0% 20% 40% 60% 80% 100%

★競争, S.A., n=18

☆重点, S.A., n=26

◇基盤, S.A., n=26

①極めて重要 ②重要 ③あまり重要ではない

４）試験調査等の場合－機関

0% 20% 40% 60% 80% 100%

★競争, S.A., n=18

☆重点, S.A., n=23

◇基盤, S.A., n=25

①極めて重要 ②重要 ③あまり重要ではない
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QB15-3．国家予算を用いた研究開発のありかたに関わる評価項目として、今後どのような評価項

目が重要と思いますか。以下の選択肢から、お考えに近いものを 4 つまでお選びくださ

い。 

 

 
0% 10% 20% 30%

①国や社会のニーズ
への適合性

②上位政策・施策との

整合性

③関連政策・施策との
補完性

④機関の設置目的や

研究目的への適合性

⑤情勢変化への適応

性

⑥国の関与の必要性

⑦国として取り組むべ

き緊急性

⑧他の選択肢との比

較における優先性
⑨他国の先進研究開

発との比較における妥

当性
⑩民間の先進研究開

発との比較

⑪受益者の特定とそ

の妥当性

⑫その他（具体的に；

複数可）

⑬特にない

◆施策, M.A., n=5 ★競争, M.A., n=5

☆重点, M.A., n=5 ▲機関, M.A., n=6

0% 10% 20% 30%

◆施策, M.A., n=13

★競争, M.A., n=16

☆重点, M.A., n=25

◇基盤, M.A., n=23

▲機関, M.A., n=25

0% 10% 20% 30%

◆戦略, M.A., n=66

☆課題, M.A., n=83

▲機関, M.A., n=79

0% 10% 20% 30%

研究者（機関）, M.A.,
n=455

研究者（大学）, M.A.,
n=449

有識者, M.A., n=46

現

行 

５

月

版

今

回

修

正

改

訂

版

  ○ ○

    

    

  ○ ○

    

 ○  ○

  ○ ○

 ○  ○

  ○ ○

    

    

    

研究者等大学 機関 府省 

○「必要性」の観点のうち「国家予算を用いた研究開発（としての妥当性）」

については、現行指針では例示されていないが、「国や社会のニーズへの適

合性」、「機関の設置目的や研究目的への適合性」、「国の関与の必要性・緊急

性」、「他国の先進研究開発との比較における妥当性」が重要とする回答が多

かった（QB15）。したがって、これらの例示を加えることが適当である。 

⑭わからない
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○また、「国家予算を用いた研究開発（としての妥当性）」にかかる評価項目につ

いては、特に事前評価において「極めて重要」とする回答が多かった（QB16）。

QB16． 国家予算を用いた研究開発のありかたに関わる評価項目は、次の 1）から 4）の各々の評

価時期でどの程度重要と考えていますか。 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

◆施策, S.A., n=5

★競争, S.A., n=5

☆重点, S.A., n=5

①極めて重要 ②重要 ③あまり重要ではない

１）事前評価の場合－府省

0% 20% 40% 60% 80% 100%

◆施策, S.A., n=5

★競争, S.A., n=5

☆重点, S.A., n=5

①極めて重要 ②重要 ③あまり重要ではない

２）中間評価の場合－府省

0% 20% 40% 60% 80% 100%

◆施策, S.A., n=5

★競争, S.A., n=5

☆重点, S.A., n=5

①極めて重要 ②重要 ③あまり重要ではない

３）事後評価の場合－府省

0% 20% 40% 60% 80% 100%

◆施策, S.A., n=4

★競争, S.A., n=4

☆重点, S.A., n=4

①極めて重要 ②重要 ③あまり重要ではない

４）追跡評価の場合－府省

１）事前評価の場合－機関

0% 20% 40% 60% 80% 100%

◆施策, S.A., n=15

☆重点, S.A., n=24

①極めて重要 ②重要 ③あまり重要ではない

２）中間評価の場合－機関

0% 20% 40% 60% 80% 100%

◆施策, S.A., n=16

☆重点, S.A., n=25

①極めて重要 ②重要 ③あまり重要ではない

３）事後評価の場合－機関

0% 20% 40% 60% 80% 100%

◆施策, S.A., n=14

☆重点, S.A., n=24

①極めて重要 ②重要 ③あまり重要ではない

４）追跡評価の場合－機関

0% 20% 40% 60% 80% 100%

◆施策, S.A., n=14

☆重点, S.A., n=21

①極めて重要 ②重要 ③あまり重要ではない
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QB18-3． 研究開発の体制に関わる評価項目として、今後どのような評価項目が重要と思いますか。

以下の選択肢から、お考えに近いものを 3つまでお選びください。 

 

 

 

 

0% 20% 40%

①研究開発施策・課題

等の企画立案体制

②研究開発人材の編

成など研究実施体制

③（研究）代表者の責
任体制の明確さ

④（研究）代表者又は

担当者のエフォート
（当該研究への時間配

⑤研究者の意欲や自

律性、自己責任の定着
度

⑥研究開発の支援体

制・基盤

⑦施設・設備の配置・

運用等

⑧産学官連携

⑨国際的な協力や役

割分担

⑩その他（具体的に；

複数可）

⑪特にない

◆施策, M.A., n=5 ★競争, M.A., n=5

☆重点, M.A., n=5 ▲機関, M.A., n=6

0% 20% 40%

◆施策, M.A., n=15

★競争, M.A., n=17

☆重点, M.A., n=26

◇基盤, M.A., n=24

▲機関, M.A., n=26

0% 20% 40%

◆戦略, M.A., n=64

☆課題, M.A., n=79

▲機関, M.A., n=77

0% 20% 40%

研究者（機関）, M.A., n=454

研究者（大学）, M.A., n=447

有識者, M.A., n=46

現

行 

５

月

版

今

回

修

正

改

訂

版

○ ○  ○

○ ○  ○

    

    

    

    

    

    

    

    

府省 機関 大学 研究者等

○「効率性」の観点のうち、「研究開発の体制」に関しては、現行指針では「計画・

実施体制の妥当性」が例示されているが、実質的にこの内容にあたる「人材編成

など研究実施体制」、「課題等の企画立案体制」などが重要とする回答が多かった

（QB18）。したがって、現行の記述を踏襲することが適当である。 

 

⑫わからない 
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QB21-3． 研究開発への取組み方（マネジメント）に関わる評価項目として、今後どのような評  

   価項目が重要と思いますか。以下の選択肢から、お考えに近いものを３つまでお選びく

ださい。 

 

 

 

 
0% 20% 40%

◆戦略, M.A., n=67

☆課題, M.A., n=83

▲機関, M.A., n=80

大学

0% 20% 40%

研究者（機関）, M.A.,
n=451

研究者（大学）, M.A.,
n=449

有識者, M.A., n=46

個人機関府省

0% 20% 40%

◆施策, M.A., n=13

★競争, M.A., n=15

☆重点, M.A., n=24

◇基盤, M.A., n=23

▲機関, M.A., n=25

0% 20% 40% 60%

①施策・課題の目標管理・
成果管理の枠組み／手法

②機関の設置目的や計画
に照らした達成管理の枠組

み／手法

③目標の達成時期

④人材の活性化・態度・能

力開発

⑤研究開発の手段やアプ

ローチ

⑥費用構造や費用対効果

⑦情勢変化への対応

⑧国民の理解の向上への

取組み

⑨社会的懸念への配慮・対

応

⑩その他（具体的に；複数
可）

⑪特にない

◆施策, M.A., n=5

★競争, M.A., n=5

☆重点, M.A., n=5

▲機関, M.A., n=6

現

行 

５

月

版

今

回

修

正

改

訂

版

  ○ ○

  ○ ○

  ○ ○

  ○ ○

  ○ ○

  ○ ○

    

    

    

    

府省 機関 大学 研究者等

○ 「効率性」の観点のうち、「研究開発への取組み方（マネジメント）」に関しては、

現行指針では例示されていないが、「目標管理や達成管理の枠組み／手法」、「目

標の達成時期」、「費用構造や費用対効果」、「人材の活性化・能力開発」、「研究開

発の手段やアプローチ」など多様な項目が重要とする回答が多かったが、回答者

の属性により、これら項目間のウェートは異なった（QB21）。したがって、これ

らの例示を加えることが適当である。 
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QB24‐3． 研究開発の直接的な成果（アウトプット）等に関わる評価項目として、今後どのよう

な評価項目が重要と思いますか。以下の選択肢から、お考えに近いものを３つまでお

選びください。 

 

 

0% 20% 40%

①見込まれる（または実現

された）直接の成果（アウト

プット）の内容

②上位政策・施策等の目的

に照らした成果の妥当性

③目標の実現可能性（有効

な手段の存在など）

④目標の達成度

⑤国家的な課題や難題に

挑戦する研究者の資質や

能力

⑥新しい知の創造への貢

献

⑦副次的な成果等

⑧その他（具体的に；複数

可）

⑨特にない

◆施策, M.A., n=5

★競争, M.A., n=5

☆重点, M.A., n=5

▲機関, M.A., n=6

府省

0% 20% 40%

◆施策, M.A., n=14

★競争, M.A., n=17

☆重点, M.A., n=25

◇基盤, M.A., n=24

▲機関, M.A., n=26

機関

0% 20% 40%

◆戦略, M.A., n=67

☆課題, M.A., n=83

▲機関, M.A., n=79

大学

0% 20% 40%

研究者（機関）, M.A.,
n=453

研究者（大学）, M.A.,
n=448

有識者, M.A., n=46

個人

 

現

行 

５

月

版

今

回

修

正

改

訂

版

 ○  ○

    

  ○ ○

○ ○  ○

    

○ ○  ○

    

    

府省 機関 大学 研究者等

○「有効性」の観点のうち、「直接的な成果（アウトプット）」に関しては、現行指

針では「目標の達成度」、「新しい知の創出への貢献」が例示されているが、「直

接の成果（アウトプット）の内容」、「目標の実現可能性（有効な手段の存在など）」

などが重要とする回答も多かった（QB24）。したがって、これらの例示を加える

ことが適当である。 
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QB27‐3． 研究開発の効果（アウトカム）や社会経済的波及効果（インパクト）に関わる評価項

目として、今後どのような評価項目が重要と思いますか。以下の選択肢から、お考え

に近いものを 3つまでお選びください。 

 

 

 

0% 20% 40%

①見込まれる（または実現

された）効果（アウトカム）の

内容

②見込まれる（または実現

された）社会経済的な波及

効果（インパクト）の内容

③研究開発の質の向上へ

の貢献

④研究人材の能力開発へ

の貢献

⑤政策・施策の企画立案・

実施への貢献

⑥実用化・事業化や新しい

展開への見通し

⑦その他（具体的に；複数

可）

⑧特にない

◆施策, M.A., n=5

★競争, M.A., n=5

☆重点, M.A., n=5

▲機関, M.A., n=6

府省

0% 20% 40%

◆施策, M.A., n=14

★競争, M.A., n=17

☆重点, M.A., n=25

◇基盤, M.A., n=24

▲機関, M.A., n=26

機関

0% 20% 40%

◆戦略, M.A., n=67

☆課題, M.A., n=82

▲機関, M.A., n=79

大学

0% 20% 40%

研究者（機関）, M.A.,
n=452

研究者（大学）, M.A.,
n=448

有識者, M.A., n=46

個人

 

現

行 

５

月

版

今

回

修

正

改

訂

版

  ○ ○

○ ○  ○

  ○ ○

○ ○  ○

 ○  ○

 ○  ○

    

府省 機関 大学 研究者等

○ 「有効性」の観点のうち、「研究開発の効果（アウトカム）や社会経済的波及効

果（インパクト）」に関しては、現行指針では「社会・経済への貢献」及び「人

材の養成」が例示されているが、「効果や波及効果の内容」や「実用化・事業化

等への見通し」、「研究開発の質の向上への貢献」、「政策・施策の企画立案・実

施への貢献」が重要とする回答が多かった（QB27）。したがって、これらの例示

を加えることが適当である。 
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【評価手法】 

 

QB31‐3． 評価手法として、今後重要と思う手法は何ですか。以下の選択肢から、お考えに近い

ものを４つまでお選びください。 

 

 

 

0% 20% 40%

①経験豊かで優れた評価

者（ピアレビューアーを含

む）の選定

②成果等の質を示す定量

的な評価手法の開発・活用

③判断の前提となる客観的

なデータの収集・分析

④評価対象や場合に応じた

多様な評価手法の活用

⑤評価対象や場合に応じた

評価体制の構築

⑥明確な目標やマイルス

トーンの設定と、これらに照

らした評価
⑦情勢変化の予測・分析と

戦略（再）構築手法の開発・

活用
⑧効果（アウトカム）や波及

効果（インパクト）の把握に

関する手法の開発・活用
⑨基礎的研究に関する定

量的・客観的評価手法の開

発・活用
⑩被評価者との対話を通し

た評価項目や評価基準の

設定

⑪その他（具体的に；複数

可）

⑫特にない

◆施策, M.A., n=5

★競争, M.A., n=5

☆重点, M.A., n=5

▲機関, M.A., n=6

府省

0% 20% 40%

◆施策, M.A., n=14

★競争, M.A., n=17

☆重点, M.A., n=25

◇基盤, M.A., n=24

▲機関, M.A., n=26

機関

0% 20% 40%

◆戦略, M.A., n=66

☆課題, M.A., n=83

▲機関, M.A., n=80

大学

 

現

行 

５

月

版

今

回

修

正

改

訂

版

  ○ ○

○ ○  ○

○ ○  ○

 ○  ○

    

○ ○  ○

    

 ○  ○

 ○  ○

    

    

大学 機関 府省 

○評価手法に関しては、現行指針では「成果の質を重視した定量的な評価手法の開

発」を進めること、「あらかじめ設定した目標の達成度等の客観的指標を活用」

すること及び「定量的な手法が困難な場合には可能な限り客観的なデータ等を活

用」することとされているが、回答ではこれらのほか、「経験豊かで優れた評価

者の選定」や「多様な評価手法の活用」、「効果や波及効果の把握手法の開発・活

用」が重要とするものが多かった（QB31）。したがって、これらの記述を追加す

ることが適当である。 
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○また、評価時期別では、事前評価では「優れた評価者の選定」、中間評価では「質

を示す定量的な評価手法の開発・活用」及び「明確な目標やマイルストーンの設

定とこれらに照らした評価」、事後評価では「質を示す定量的な評価手法の開発・

活用」、追跡評価では「効果や波及効果の把握に関する手法の開発・活用」が、

それぞれ重要という回答が多かった（QB31） 

 

 

QB31‐4． 評価手法として、各々の評価時期で重要と思われるものを、それぞれ 3つまでお選び

ください。 

１）事前評価の場合 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

①経験豊かで優れた評価者

（ピアレビューアーを含む）の選定
②成果等の質を示す定量的な

評価手法の開発・活用
③判断の前提となる客観的な

データの収集・分析
④評価対象や場合に応じた

多様な評価手法の活用
⑤評価対象や場合に応じた

評価体制の構築
⑥明確な目標やマイルストーンの

設定と、これらに照らした評価
⑦情勢変化の予測・分析と

戦略（再）構築手法の開発・活用
⑧効果（アウトカム）や波及効果（インパクト）

の把握に関する手法の開発・活用
⑨基礎的研究に関する定量的・

客観的評価手法の開発・活用
⑩被評価者との対話を通した

評価項目や評価基準の設定

⑪その他（具体的に；複数可）

⑫特にない

◆施策, M.A., n=5 ★競争, M.A., n=5

☆重点, M.A., n=5

１）事前評価－府省 0% 10% 20% 30% 40% 50%

◆施策, M.A., n=13 ★競争, M.A., n=16

☆重点, M.A., n=23 ◇基盤, M.A., n=23

機関

 

２）中間評価の場合 

 
0% 10% 20% 30% 40% 50%

◆施策, M.A., n=14 ★競争, M.A., n=17

☆重点, M.A., n=24 ◇基盤, M.A., n=24

0% 10% 20% 30% 40% 50%

①経験豊かで優れた評価者

（ピアレビューアーを含む）の選定
②成果等の質を示す定量的な

評価手法の開発・活用
③判断の前提となる客観的な

データの収集・分析
④評価対象や場合に応じた

多様な評価手法の活用
⑤評価対象や場合に応じた

評価体制の構築
⑥明確な目標やマイルストーンの

設定と、これらに照らした評価
⑦情勢変化の予測・分析と

戦略（再）構築手法の開発・活用

２）中間評価－府省 機関

 

府省 機関 

機関 府省 

 

 

 

 

 

⑧効 果（アウトカム）や波及効果（インパクト）
の把握に関する手法の開発・活用

⑨基礎的研究に関する定量的・

客観的評価手法の開発・活用
⑩被評価者との対話を通した

評価項目や評価基準の設定

⑪その他（具体的に；複数可）

⑫特にない

◆施策, M.A., n=5 ★競争, M.A., n=5

☆重点, M.A., n=5
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３）事後評価の場合 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

①経験豊かで優れた評価者

（ピアレビューアーを含む）の選定
②成果等の質を示す定量的な

評価手法の開発・活用
③判断の前提となる客観的な

データの収集・分析
④評価対象や場合に応じた

多様な評価手法の活用
⑤評価対象や場合に応じた

評価体制の構築
⑥明確な目標やマイルストーンの

設定と、これらに照らした評価
⑦情勢変化の予測・分析と

戦略（再）構築手法の開発・活用
⑧効果（アウトカム）や波及効果（インパクト）

の把握に関する手法の開発・活用
⑨基礎的研究に関する定量的・

客観的評価手法の開発・活用
⑩被評価者との対話を通した

評価項目や評価基準の設定

⑪その他（具体的に；複数可）

⑫特にない

◆施策, M.A., n=5 ★競争, M.A., n=5

☆重点, M.A., n=5

３）事後評価－府省 0% 10% 20% 30% 40% 50%

◆施策, M.A., n=12 ★競争, M.A., n=16

☆重点, M.A., n=23 ◇基盤, M.A., n=23

機関

 

機関 府省 

４）追跡評価の場合 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

①経験豊かで優れた評価者

（ピアレビューアーを含む）の選定
②成果等の質を示す定量的な

評価手法の開発・活用
③判断の前提となる客観的な

データの収集・分析
④評価対象や場合に応じた

多様な評価手法の活用
⑤評価対象や場合に応じた

評価体制の構築
⑥明確な目標やマイルストーンの

設定と、これらに照らした評価
⑦情勢変化の予測・分析と

戦略（再）構築手法の開発・活用
⑧効果（アウトカム）や波及効果（インパクト）

の把握に関する手法の開発・活用
⑨基礎的研究に関する定量的・

客観的評価手法の開発・活用
⑩被評価者との対話を通した

評価項目や評価基準の設定

⑪その他（具体的に；複数可）

⑫特にない

◆施策, M.A., n=4 ★競争, M.A., n=4

☆重点, M.A., n=4

４）追跡評価－府省 0% 10% 20% 30% 40% 50%

◆施策, M.A., n=12 ★競争, M.A., n=15

☆重点, M.A., n=20 ◇基盤, M.A., n=22

機関

府省 機関 
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【評価結果の活用】 

 

QB34‐2．  研究開発課題の評価に関して、被評価者が評価を受けることについて、今後どのよう

なインセンティブを工夫するのが重要と思いますか。以下の選択肢から、お考えに近

いものを３つまでお選びください。 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

①研究の継続や次の段階の研究の

実施

②昇降格やポストへの登用

③勤勉手当等への反映

④給与や年俸等への反映

⑤留学機会等の付与

⑥研究体制の充実（研究費の増額

など）

⑦研究設備・施設等の利用条件へ

の反映

⑧自由で制約の少ない研究開発環

境の付与

⑨表彰など

⑩その他（具体的に）

★競争, M.A., n=5

☆重点, M.A., n=5

府省

0% 10% 20% 30% 40% 50%

★競争, M.A., n=19

☆重点, M.A., n=24

◇基盤, M.A., n=25

機関

 

現

行 

５

月

版

今

回

修

正

改

訂

版

  ○ ○

    

    

    

    

  ○ ○

    

    

    

    

機関 府省 

○また、評価を受けることについての被評価者側のインセンティブについては、「研

究の継続や次の段階の研究の実施」、「研究体制の充実（研究費の増額など）」と

いったことがインセンティブとして重要という回答が多く、５月の結論の「何ら

かのインセンティブを工夫」だけではなくさらにこれらの具体的例示を盛り込む

ことが適当と考えられる（QB34） 
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QB33‐2． 各評価時期の評価結果の活用について、今後はどれが重要と思いますか。以下の選択

肢から、お考えに近いものを 3つまでお選びください。 

 

1） 事前評価の結果の活用 

0% 10% 20% 30% 40%

①優れた提案･計画の採択(不適

切な提案･計画の排除)

②提案・計画内容の向上

③優れた研究開発体制の構築

④政策評価法の義務への対応

⑤評価結果のデータベース化

（以降の評価等での活用）

⑥予算や人材等の資源配分へ
の反映

⑦評価結果の公表による国民へ

の説明

⑧研究開発の開始についての財

政当局への説明

⑨評価結果の反映や活用状況
についてのモニタリング及び公表

⑩その他（具体的に；複数可）

⑪特にない

◆施策, M.A., n=5

★競争, M.A., n=5

☆重点, M.A., n=5

１）事前評価結果の活用－府省
0% 10% 20% 30% 40%

◆施策, M.A., n=15

★競争, M.A., n=18

☆重点, M.A., n=24

◇基盤, M.A., n=24

機関
0% 10% 20% 30% 40%

◆戦略, M.A., n=62

☆課題, M.A., n=73

大学

 

現

行 

５

月

版

今

回

修

正

改

訂

版

 ○  ○

 ○  ○

  ○ ○

    

    

○ ○  ○

○ ○  ○

    

    

    

機関 大学 府省 

○さらに、評価時期別の具体的な活用のあり方については、事前評価では「優れた

提案・計画の採択」、「提案・計画内容の向上」、「優れた研究開発体制の構築」、「予

算や人材等の資源配分への反映」が、中間評価では「研究の進捗度の点検と目標

管理」、「研究開発の質の向上と研究者の意欲喚起」、「予算や人材等の資源配分へ

の反映」が、事後評価では「計画の目的や目標の達成・未達成の確認」、「次の段

階への移行の是非判断」、「次の政策・施策形成への活用」、「国民への説明」が、

また、追跡評価では「効果（アウトカム）や波及効果（インパクト）の確認」、「国

民への説明」、「次の研究開発や政策・施策形成」が、それぞれ回答の多い選択肢

であった（QB33）。したがって、これらの例示を行うことが適当である。 
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2)中間評価の結果の活用 

 

0% 10% 20% 30% 40%

①研究の進捗度の点検と目標管

理

②外部環境の変化等への適切

な対応

③成果の上がらない研究開発の

排除

④研究開発の質の向上と研究者

の意欲喚起

⑤研究開発の体制・運営の改善

⑥評価結果のデータベース化

（以降の評価等での活用）

⑦予算や人材等の資源配分へ

の反映

⑧評価結果の公表による国民へ

の説明

⑨研究開発の進捗度等について

の財政当局への説明

⑩評価結果の反映や活用状況

についてのモニタリング及び公表

⑪その他（具体的に；複数可）

⑫特にない

◆施策, M.A., n=5

★競争, M.A., n=5

☆重点, M.A., n=5

２）中間評価結果の活用－府省
0% 10% 20% 30% 40%

◆施策, M.A., n=15

★競争, M.A., n=18

☆重点, M.A., n=25

◇基盤, M.A., n=25

機関
0% 10% 20% 30% 40%

◆戦略, M.A., n=57

☆課題, M.A., n=62

大学

 

3） 事後評価の結果の活用 

 

 

0% 10% 20% 30% 40%

①計画の目的や目標の達成・未

達成の確認

②成果の確認による研究者等の

処遇への反映

③次の段階ヘの移行の是非判

断等への活用

④次の政策・施策形成への活用

⑤得られた教訓を後の研究開発
で活かす

⑥評価結果のデータベース化

（以降の評価等での活用）

⑦予算や人材等の資源配分へ

の反映

⑧評価結果の公表による国民へ

の説明

⑨研究開発成果等についての財

政当局への説明

⑩評価結果の反映や活用状況

についてのモニタリング及び公表

⑪その他（具体的に；複数可）

⑫特にない

◆施策, M.A., n=5

★競争, M.A., n=5

☆重点, M.A., n=5

３）事後評価結果の活用－府省
0% 10% 20% 30% 40%

◆施策, M.A., n=13

★競争, M.A., n=17

☆重点, M.A., n=25

◇基盤, M.A., n=24

機関
0% 10% 20% 30% 40%

◆戦略, M.A., n=63

☆課題, M.A., n=71

大学

現

行 

５

月

版

今

回

修

正

改

訂

版

  ○ ○

 ○  ○

 ○  ○

  ○ ○

 ○  ○

    

○ ○  ○

○ ○  ○

    

    

    

現

行 

５

月

版

今

回

修

正

改

訂

版

  ○ ○

    

 ○  ○

  ○ ○

    

 ○ ×  

○ ○  ○

○ ○  ○

    

    

    

機関 大学 府省 

府省 機関 大学 
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4） 追跡評価結果の活用 

 
現

行 

５

月

版

今

回

修

正

改

訂

版

  ○ ○

    

○ ○  ○

    

    

○ ○  ○

 ○  ○

    

    

 
大学機関４）追跡評価結果の活用－府省

 

府省 機関 大学 

0% 10% 20% 30% 40%

◆施策, M.A., n=12

★競争, M.A., n=13

☆重点, M.A., n=18

◇基盤, M.A., n=19

0% 10% 20% 30% 40%

◆戦略, M.A., n=56

☆課題, M.A., n=61

0% 10% 20% 30% 40%

①効果（アウトカム）、波及効果

（インパクト）の確認

②効果、波及効果についての調

査、分析、評価手法の研究開発

③効果、波及効果についての国

民への説明

④効果、波及効果についての財

政当局等への説明

⑤評価結果のデータベース化

（他の評価等での活用）

⑥予算や人材等の資源配分へ

の反映

⑦次の研究開発や政策・施策形

成への活用

⑧評価結果の反映や活用状況

についてのモニタリング及び公表

⑨その他（具体的に；複数可）

⑩特にない

◆施策, M.A., n=4

★競争, M.A., n=4

☆重点, M.A., n=4
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【評価結果の活用（研究者の業績）】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Q

 

Q
 
 
 

 

○研究者の業績に関する評価結果の活用については、現行指針では「その処遇

等に反映」させることとしているが、研究機関が工夫している被評価者への

インセンティブとしても、研究者が望む反映の仕方としても、「研究開発体

制の充実（研究費の増額など）」が最も多く、次いで「研究開発の継続や次

の段階の研究開発の実施」、「昇格やポスト登用の審査への活用」、「勤勉

手当や年俸への反映」、「自由な研究開発環境の付与」が多かった（QC5、

研究者 Q25）。したがって、５月の例示に加え、「研究開発の継続や次の段

階の研究開発の実施」も記述することが適当である。 
C5-3． 研究者等の業績の評価結果について、重視して反映すべきと思う項目は何ですか。以下の

選択肢から、お考えに近いものを３つまでお選びください。 

現

行 

５

月

版 

今

回

修

正

改

訂

版

  ○ ○

 ○  ○

 ○  ○

 ○  ○

    

 ○  ○

    

 ○  ○

    

    

    

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

① 研究の継続や次の段階の研究の実施

② 昇降格やポストへの登用

③ 勤勉手当等への反映

④ 給与や年俸等への反映

⑤ 留学機会等の付与

⑥ 研究体制の充実（研究費の増額など）

⑦ 研究設備・施設等の利用条件への反映

⑧ 自由で制約の少ない研究開発環境の付与

⑨ 表彰など

⑩ 上記以外の、研究者へのインセンティブの付与（具体
的に）

⑪ その他（具体的に）

⑪ わからない

府省, M.A., n=1 機関, M.A., n=14 研究者(機関), M.A., n=438 研究者(大学）, M.A., n=436 有識者, M.A., n=45

C5-1 質問対象別比較（分布）
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